ワーキングチームとしてこれまでの調査と活動に基づき、下記の通り第３回目（１回目は12月19日（月）、2回目は12月26日（月）に提出済み）の緊急提言を致します。
ワーキングチームでは、被害住民の方々及びホテルオーナーの方々からの悲痛な声を直接的に伺ってきました。具体的な対策がなかなか進まず、住民代表の方からは「一体何人死ねば支援策を実行してくれるのか」との声が上がっている。
現状、建物の危険を取り除かなければならないこと、そして過度の負担と不安から住民の中には自ら命を断つ者が現れても不思議ではない状況ではないことの二つの大きな危険があり、これ以上の被害を生じさせてはならないとの断固たる決意の下、緊急に対応されたく、本第3回の緊急提言を行うものです。
記

第1　現状の問題点―対応の遅延、見通しの不透明さ、公共の危険性
１．対応の遅延

自民党は、与党耐震構造設計偽装問題対策本部を設置し、昨年11月30日に政府に対して緊急対応について申し入れを行い、その結果政府からは12月6日、16日と相次いで対応策が発表された。
しかしながら、実際の金銭の支払いは一部の自治体が自主的に融資を行っている以外は実行されておらず、当ワーキングチームが行った第1回緊急提言及び第2回緊急提言に対する対応も遅れている状況にある。
その原因は次の2点にある。

(i) 　既存の枠組みを利用した対応を進めているが、必ずしも本件のような事態を想定したものではないため、ひずみが生じている。

(ii) 　国土交通省、その他省庁、特定行政庁、特定行政庁にはなっていない自治体など主体がばらばらで、お互いが責任をなすりつけ合う関係にある。

２．見通しの不透明さ

現在、ほとんどの物件について、退去後の建て替えについての具体的な見通しが立っていない。
国土交通省から示された建て替えスキームについては、各自治体を通じて現状のローンに付加される更なる負担額も示されたが、その多くは2000万円を超える金額であり、実行不可能な状況である。
また、上記のような支援に関する対応の遅延もあり、日々負担のみが課せられ、将来の見通しも立たないという極めて不安定な状況に被害者の方々は置かれている。
ホテルのオーナーにしても、休業に追い込まれ、日々損失が発生し、従業員を解雇せざるを得ない状況に追い込まれている。
　　　　既に全戸退去が完了した藤沢物件では、退去後に予算不足や取り壊し決議の問題などを理由に取り壊しができない旨を通告され、建物管理の負担まで負わされる状況になっている。このような不透明さは、すべての物件にあてはまる。
これらの状況から、被害者の中から、過度の負担と不安のために自ら命を断つ者が現れても不思議ではない。その場合には、政府をはじめ、関係者の責任は免れないため、明確な将来へのスケジュールと実行可能な建て替えや改修案の提示が不可欠である。
３．公共の危険性

昨年11月17日の国土交通省の公表以来、現在までに96件の偽装が確認されているが、数件を除いてはほとんどの危険とされるマンションの取り壊しが進んでいない。震度5程度の地震が起きる可能性は常に存在しているため、これらのマンションやホテルが崩れるという危険性がある。その場合には、将来的な見通しの不安から退去が遅れている住人の方々のみならず、近隣の住人や通行人に対しても重大な被害が及ぶ可能性がある。
　　　　もし、今このような被害が生じた場合には、責任の擦り付け合いによって対応を遅延させている関係者の責任は免れない状況にある。
第2　緊急に対応すべき点（早期の隙間なき対応を！）
１．関係者に求められる誠実な対応
本件への直接の当事者である建築主、検査機関、施工主、元請設計事務所などの主体は、司法判断を待つのではなく、積極的に少なくとも道義的責任の下、住民やホテルのオーナーに対する支援(賠償)を行うべきである。

(1)建築主

本件について、いずれにしても住民に対して100%の瑕疵担保責任を負っている株式会社ヒューザー等建築主の中には、東日本住宅やシノケンなど既に自主的に取り壊し作業を行っているところもある。未だ対応をしていない建築主は即刻対応をすべきである。
(2)検査機関

確認検査機関の中には日本ERIやイーホームズのように耐震強度の再
検査や実態検査を自らの費用負担で行っているところがある。確認検査を行った関係者(指定確認検査機関及び特定行政庁)は誠実にこのような再検査や建て直しについて自らの費用で協力すべきである。

(3)施工主

施工主の中には、住民と誠実に話合いも行い、責任を果たす用意もあると言っている福田組のようなところもある。すべての施工主は、被害者に誠実に対応し、関係書類は開示し、建て直しや改修工事にかかる費用負担について検討すべきである。

(4)元請設計事務所

　　　　ワーキングチームの調査では、責任を負担するという具体的な対応をしている元請設計事務所はない。元請設計事務所は、住民に対して即刻誠意ある対応を行い、一定の費用負担を行うべきである。
(5)金融機関

　　　　金融機関は本件各物件に抵当権を設定している。したがって、責任の一端を負う当事者であるとの自覚の下、次の項目に掲げる被害者救済について厳正に配慮すべきである。
(6)総合経営研究所
　総研は姉歯元一級建築士の使用を指示するなど、いわゆるホテルルートにおいて支配的な役割を果たし、一部ホテルオーナーとは明確に経営指導契約書を交わしていたことがワーキングチームの調査において判明している。法的判断を待つまでもなく、道義的な責任あるいは契約上の責任として関係ホテルの再建に積極的に協力すべきである。
　　(7)国
　政府に設置された緊急調査委員会の対応は遅く、加速すべきである。さらに、被害者等からの相談の受け皿としての機能を設け、今後の対応策実行の監視も行うべきである。
　設置箇所としては、国土交通省ではなく、内閣府の下に移管すべきである。

　　(8)地方自治体

　地方自治体は、政府の対応を待つのではなく、予備費の支出などにより迅速かつ積極的に対応すべきである。
２．国および地方自治体における被害者救済について

　　　　ワーキングチームのこれまでの調査において、本件偽装物件の住民やホテルオーナーには何らの落ち度は見られず、純粋な被害者あることが判明している。　

国及び地方自治体は、このような純然たる被害者のこれ以上の被害を食い止め、被害者の方々を適切に救済し、さらには危険物を取り除いて公共の安全を確保する義務を負う。万一、国及び地方自治体の対応の遅れや政府のために新たな被害が発生した場合には、国等の責任は免れないところである。即刻次のような対策を採るべきである。
（A）住民について

　　　　　既にワーキングチームとしては、第1回及び第2回の緊急提言において多数の提言を行ってきたところである。その一部は既に実現を見ているが、未だ十分とはいえない状況にある。
平成18年1月26日現在、住民は数戸を除いて既に移転し、あるいは移転の見込みが立っている状況にある。しかしながら、ローンを抱えたまま、さらに賃料負担を強いられており、生活は破綻に瀕している方もいる。
これまでのワーキングチームの調査によれば、マンションを購入した住民には何らの過失がない。他方、国または地方公共団体には司法判断次第とはいえ、法的責任が生じうる可能性もある。
したがって、まず第1にはヒューザーをはじめ100%瑕疵担保責任を負う販売主が責任を誠実に果たすべきであり、第2に姉歯元一級建築士等の関係者それぞれの責任を負うべきであるが、国及び地方公共団体も責任があり、単なる支援に止まるのではなく、その法的責任に基づく「公的補償」という前提で対応をすべきある。

具体的には、以下の点について考慮すべきである。

(1)　移転に関する支援の充実
(i)　移転費や除却費については、地域住宅交付金のスキームを使うことが既に公表されているものの、国対地方の負担割合が45対55と国の方が少ないことを地方が不満を持っていることにより、実際の支払いが滞っている。このような行政側の事情により住民の方々に負担を生じさせるという状況を一刻も早く解消すべきであり、負担割合を50対50とすべきである。
(ii)　公的支援の対象としては、賃料のほか、敷金、礼金、不動産仲介料、共益費、荷物保管料、駐車場代なども対象とし、少なくとも緊急の融資制度を設けるべきである。なお、ワーキングチームの調査では、横浜市において、実際の支出以前であっても住民の方に肩代わりをさせないため、敷金･礼金をつなぎ融資（無利子貸付、2年据え置き10年償還）の対象としたり、稲城市のように物品の廃棄費用の無料化を行っていたりしているところもあった。
(iii) 保育園や小中学校の学区域については同じ所に通うことができるよう配慮する。

(iv) 　住民票移転などの手数料を無料とする。
(v) 移転に当たっては、移転前の住居の広さを確保できない事例がほとんどあり、家具等の荷物を移転できない状況がある。各地方団体は、臨時の荷物置き場を無償で提供すべきである。この点については、第2回の緊急提言後は対応している自治体も多く、レンタルスペースの無償提供や公共施設の空きスペースの提供などを行っている。建て替えまでの長期的な期間を視野に入れるべきである。

(vi) 　住民の移転が既に始まっているが、公的支援を受けると公表されているにもかかわらず、実際の費用を住民が立替払いし、その支払いを受領する時期について具体的な見通しが立っていない状況である。移転費及び賃料負担について緊急の公的立替払いの仕組みが必要である。具体的には耐震偽装に関する緊急救済機構の創設なども考慮すべきである。各地方公共団体における対応はまちまちである。移転及び建て替えに関する支援や税の減免への配慮など、対応は国がすべての面で明確に方針を示して、統一的に行うべきである。

(vii) 現在2年を限度として発表されている支援制度については、2年以内に建て替えが終わるかどうか分からない状況のため住民に不安をもたらしてている。
客観的にやむをえない事情により2年以内に建替ができない場合には支援の延期を認める方針を決定し、公表すべきである。なお、この点、国の発表でも｢原則として｣と記載されており、この点を再確認する。
(viii) 支援策については、ホームページで突然発表したりするのではなく、必ず住民に対する事前のヒヤリングを行い、事後の十分な説明会を行うべきである。

(ix) 　地方公共団体は、マンション住民のみならず、近隣の住民等に対しても早急に説明責任を果たすべきである。

(2)　ローンについて
(i)　ローンの支払いについては、全銀協からも配慮すべきとの通知が出されているが、実際には支払いは猶予しても、その分の金利も上乗せ回収すると各銀行から言われているのが実状である。賃料とローンとの2重負担は重く、将来に先送りされるだけであれば真の救済とはならない。
また、欠陥のある建物を抵当権にとって融資を行った銀行も責任の一端を負担すべきである。銀行ローンは、元本や住宅金融公庫と同様の金利の減免措置を検討すべきである。
　　　　　なお、既に示された建て替えプランでは住民一人に2000万以上の追加負担がかかるとされており、その場合には金利ゼロで元金50%カットでなければ生活できないというシミュレーションがなされている。
(ii) 　年金生活者あるいは定年退職が近い住人の中には、今後の家賃発生を避けるために預貯金を使い切っている購入した者もいる。年金生活者については、特別の融資スキームを検討すべきである。
(iii) 　建て替えにあたっては、既に抱えているローンとの2重ローンになる可能性がある。この場合には、負担が過度にならないよう特別な配慮、例えば超低金利の融資の開発などをすべきである、また、信用限度を超えて、オーバーローンになる者であっても、特別に融資を受けることができるように配慮をすべきである。
(iv) 　住宅金融公庫は、返済の繰り延べとその間の金利の引き下げを認めている。さらに、返済負担について親を対象とするなどの配慮や8割の融資率を10割まで認めるなどの対応策が予定されている。このような内容を再確認するとともに、民間にも同様の配慮を求める。
(v) 　上記(iii)記載の低金利特別融資の開発以外の手段として、住宅災害復興融資の対象として本件が含まれるように法改正も行うべきである。
(vi) 　抵当権の付け替えルールをガイドラインの作成等の方法によって明確化し、建て替えの遅延の要因とならないようにすべきである。
(vii) 　住民側が一括返済を希望する場合に、繰上げ償還の手数料を要求すべきではない。
(viii) 　債務者の状況によっては、不良債権処理と同様の損金処理も検討すべきである。
(ix) 　住民側も金融機関に対する対応については、一致結束して行うべきである。
(3)　税金面の配慮

(i)　雑損控除については、災害と同様適用になることを明確にした上、適用になる損害の範囲について早急に検討し、公表するべきである。特に、｢共同整備費｣などの補助金については、損失額から控除する損害賠償金等から外すことを検討すべきである。さらに、雑損控除の認定に当たっては、土地代と建物代のバランスについて取得時の価格を前提とすべきであり、この件に関してなるべく税を多くとろうという発想をとるべきではない。
(ii)　固定資産税については既に減免の配慮をされているが、その他の不動産取得税等の関係税については、更なる減免または還付の配慮を明確にすべきである。
(iii)　税務当局及び地方自治体においては専用の窓口または担当官を用意し、相談に乗るべきである。
(iv)　｢特定居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の繰越控除｣の要件のうち、所有要件の緩和（5年以上の所有物件とみなす）、及び取得・居住要件の緩和（平成18年12月31日までに建物が出来なかった場合）をすべきである。
(v)　住宅ローン控除のうち｢震災税特法｣同様、一時退去期間も含めて適用する。

(vi)　耐震工事にかかった工事代にかかるローンは住宅ローン控除の対象に含める。
(vii)　住宅補助、移転補助等の非課税規定を創設する。
(x) 　会社に提出するなどに使用される罹災証明書を住民に対して発行すべきである。
 (4)　精神面での配慮

(i) 精神的・心理的負担に対する対応は一部の地方公共団体では実行されているが、対応にばらつきがある。各自治体は保健所などに相談窓口を設け、対応すべきである。

(5)　マンションの建て替えについて

(i) 　解体に関するルールを早急に明確にすべきである。なお、解体は国または地方公共団体の公共の安全を守るという責任のもとで行うべきであり、専門家の費用も含めたすべての費用を国または地方公共団体が負担すべきである。

(ii) マンションの建て替えについては、発表になっている公団を利用するスキームのほか、住民が民間事業者と協力して自らの責任と創意で事業を行うことができる方策も可能なように、支援策を検討し、早急に公表すべきである。特に公団のスキームについては、手数料や工事単価が高すぎるとの批判があり、入札について民間にも開放して業者を選定できるようにすべきである。
(iii) 民間が独自のスキームを自らの手で行う場合に、公的スキームを使う場合と差別を設けないようにすべきである。特に、共用部分についての補助を3分の2に減ずるというような不合理な差別は設けるべきではない。
(iv) 地方自治体は、建て直しに関する専門家の紹介をすべきであり、その費用負担を考慮すべきである。なお、建て替えについては各物件の個別事情がある。地方自治体はそのような個別事情をていねいに把握し、十分の配慮すべきである。
(v) 条例の見直し等によって、余剰面積が建て直しの際に生じさせるなどの配慮をすべきである。
(vi) 建て直しに関する一時金が住民負担(持ち出し)とならないような配慮をすべきである。

(vii) 解体時に売却が可能な発生材などは住民負担となる占有部及び共用部の建設費に充当することができるようにすべきである。
(viii) 建て替え前の建具のうち、建て替えにおいて再利用でき、その結果費用を抑制する結果になるものは極力再利用すべきである。

(ix) 住民が、法人格を持って事業主体となり建て替えをできるようにすべきである。

(x) 耐震強度0.5以上のマンションについては、改修にあたって必要となる再検査の費用負担と回収については設計段階からアドバイスをして、統一的な基準で耐震基準を判断できるようにすべきである。
(xi) 改修で対応する場合には、住民の方々の費用負担がどの程度になるのかという見通しが早期に立てることができるように配慮すべきである。

(xii) 住民退去のマンションの管理については、危険物であるとして退去命令を発出した国または地方公共団体が責任を持つべきであり、住民に費用負担を負わせるべきではない。

（B）賃貸マンション及びホテルについて
　　　　賃貸マンション及びホテルについては、民間同士の問題であるという取り扱いがなされている。しかしながら、落ち度がないという点については同様であり、特にホテルのオーナーについては、従業員を解雇せざるを得ない状況に追い込まれている。したがって、国または地方公共団体として、全く責任がないという態度を取るのではなく、責任があるという前提で対応を再考慮すべきである。
(1)　耐震改修について
(i) 　ホテル及び賃貸マンションに関する統一的な相談窓口を国土交通省内に設けるべきである。

(ii) 　改修に関し、工事拒否や解約をした建設会社がある。国土交通省及び建設業協会において、不当な差別や拒否が起きないようにさせるべきである。
(iii) 　耐震判断の認定について、関係建築士協会及び団体は協力すべきであり、国土交通省としても業界にその旨指導すべきである。

(iv) 　関係地方自治体においては、耐震補助制度について相談窓口を設け、十分その説明責任を果たすべきである。
(v) 　耐震改修に関する自治体対応がまちまちであり、統一的なガイドラインを作成すべきである。耐震強度判定は使用されるプログラムや判定者などによってもまちまちであり、最終的な公的権限のある判定委員会の立ち上げやルール作りが急務である。なお、愛知県の岡崎市や愛知県などではこのようなガイドラインが用意されており、これらの先行事例を参照にすべきである。
(vi) 　免責耐震工事の耐震評定をすべき期間を明確に設定すべきである。

(vii) 　耐震改修については、京都市のように設計段階から一緒に協力しているところもある。関係自治体はこのような良い事例を見習って被害者に配慮すべきである。
(2) 金融機関対応について
(i)　 ホテル休業中については、優遇融資制度を検討すべきである。特に、政府系金融機関における検討を行うべきである。
(ii)　金融機関は、被害者に対する対応についてはきちんと配慮すべきであり全銀協で窓口を設けるべきである。

(iii)　ホテル休業中のローンの元利支払いについては、凍結を可能にすべきである。

(iv) 一部の金融機関において、対象ホテルの担保価値が減免したとして、追加担保を要求したところがある。このような不当な要求は絶対にすべきではない。
(v) 　ローンについて繰り上げ返済を行った場合に、本件に関しては繰り上げ償還手数料を要求すべきではない。ワーキングチームの調査ではこのような要求を行った金融機関が一行だけ存在し、絶対に許されるべきではない。
(3) 　税について
(i)　固定資産税及び都市計画税については、平成17年12月2日付け総務省自治税務局固定資産税課長名で、減免による対応が適当である旨の通知がなされている。しかしながら、奈良の郡山市など一部自治体でこのような対応をしていないところがある。総務省の方針に従った統一的な対応を各自治体は行うべきである。
(ii)　休業中の従業員給与の補助、税制、社会保険等の優遇措置を考慮すべきである。
第3　再発防止に向けた抜本的かつ包括的な法体系の必要性－消費者の視点に立ってー
１．「建物住宅安全基本法」の制定
　今回の事件において、最も困難なのは既存の仕組みと適切な対応策が必ずしも一致していないということである。たとえば、国土交通省が打ち出した地域住宅交付金の使用は国対地方の負担割合が45対55ということのために多くの地方自治体が反対し、実際の給付が凍結される事態になっている。

　その根本的な理由は、建物や住宅の安全ということに関する基本かつ包括的な基本法がなかったことにもあると思われる。与党としては、今回の事件への対処のみならず、建物や住宅の安全に関する断固たる決意を示す意味でも、建物住宅安全基本法の制定を検討すべきである。
　この法案として考えられる内容は以下のとおりである。
(i) 基本理念　　　

(ii) 国の責務

(iii) 地方公共団体の責務

(iv) 関連指定検査機関、専門家、団体等の責務

(v) 安全性に関する基本基準

(vi) 安全確保のための基本施策

(vii) 建物住宅安全委員会の創設

(viii) 緊急対策機構の創設

２．建築基準法の改正
　そもそも現在の確認検査制度は、旧来型の一戸建て住宅の発想からスタートしており、現在の大規模集合住宅や高層ビルなどは付加されていったものになっている。そこで、今次の建築基準法の改正においては、このような近代型の大規模建物を前提とした抜本的な思想の変換が必要である。

　建築確認を民間の指定確認検査機関が行うこと自体の問題は今回の調査では認識されなかった。すなわち、本件ではかなりの件数が実際には特定行政庁で行われているにもかかわらず、偽装を見逃した点については同じであったからである。しかしながら、民間の検査機関の方が甘いという一般的な認識が業界にあったことも確認されているため、その監督･指導や、保険の強制加入、第3者のチェックなど別の見逃し防止策が必要である。具体的には次のような事項を検討すべきである。
(1)　指定確認検査機関
(i)　指定検査機関への指導･監督の強化、たとえば地方公共団体の長による立ち入り検査や不利益処分を導入する。ただし、要件は明確化すべき（法第77条の13）。
(ii)　指定検査機関の資格要件厳格化、たとえば構造審査の専門家の一定数の配置の義務付けなど、検査体制等の資格要件や指定基準を厳格化すべき。

(iii)　指定検査機関の出資制限の強化をする。
(iv) 　指定検査機関の情報公開（経営内容、審査検査の体制、コンプライアンス体制、業務実績）などの義務化。また、提出された確認申請書等は公開対象にするなど、請求による情報公開も高めるべき。
(v) 　指定検査機関の業界団体の結成。倫理や技術講習を義務付ける。

(vi) 　指定検査機関が検査する場合の特定行政庁の責任を明確化すべき。特定行政庁が横浜地裁判決とは異なり責任を負わないとする場合には、法第6条1項の｢建築主事の確認を受け｣を「建築主事の確認または国土交通大臣等の指定を受けた者の確認を受け」とし、以下同法中も同様。法第6条の2第1項の「みなし」規定を削除する。法第6条の2第4項の特定行政庁の｢取り消し通知｣を削除し、指定確認検査機関及び建築主事は自らがなした確認の取り消しをできるように規定。法第7条(完了検査)及び7条の3（中間検査）等について、「建築主事の検査」のあとに「または国土交通大臣等の指定を受けた者の検査｣とした上、第7条の2（国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査）及び第7条の４（同中間検査）は削除する、などの改正が必要となる。この点については、検討課題とする。
(vii) 指定確認検査機関の保険制度への加入を義務付ける。

(viii)  法律上の疑義の場合のみならず、行政訴訟を受けた場合には、指定確認検査機関から特定行政庁に対して、関係図書を法第12条5項の報告書として提出することを義務付ける。
(ix) 　偽装や重大なミスが発覚した場合の行政の通報を義務付ける。
(2)　構造計算についての検査体制の整備等
(i)　　　構造審査については、審査項目、内容、手順、記録など審査方法をより具体化すべきである（チェックリストやマニュアルの作成）。
(ii) 　確認検査においては、構造担当建築士との面談を義務付ける。

(iii) 　大規模物件については、構造計算の再計算を義務化する。
(iv) 　コンピュータープログラム認定の厳格化（改ざん･偽装をしにくいという点を認定要件に加える）をする。
(v) 　構造計算プログラムを法律上明確に位置づける。
(vi) 　構造研鑽プログラムのフォーマット等の標準化や共通化を行うとともに、審査用プログラムの開発を行う。
(3)　確認検査の強化等
(i) 指定検査機関が特定行政庁に提出する書類について、現在の概要書一枚では済ますのではなく、詳細にすべきであり、たとえば審査実施状況や結果等の事項を加える。
(ii) 法令のチェック項目義務付けは困難なため、専門団体・協会の作成する技術資料に基づく。最低基準ではなく、要求性能をチェック対象に含める。
(iii) 検査期間21日間という期間は、建物に応じて柔軟化すべきである。
(iv) 　確認審査の範囲を拡大すべき（品確法の住宅性能評価について、構造の安全性など一定の項目について義務化すべき）。設計性能評価と建設性能評価を一体化し、一体的に同時申請する。
(v)  第三者によるピアチェックを導入すべきである。
(vi)  中間検査の充実―基礎配筋段階、現地での目視や計測による検査強化を行う。
(vii)  建築基準法7条の5(中間検査の一部免除)を撤廃する。
(viii)  確認済証と同様に指定確認検査機関が交付した中間検査合格証や検査済証を特定行政庁が取り消す権限を付与する。
(ix)  確認検査について標準手数料を設定し、不当な価格競争が起きないようにする。
(x)  超高層建物の構造評価等を行う｢指定性能評価機関｣についての指定基準を厳格化する。
(xi)  住宅性能評価の対象となった項目については、現在任意の表示を義務付け、購入者が確認できるようにする。
(xii) 　自治体は、再審査について中間検査は4日以内、完了検査は7日以内となっているが実務上困難であり、柔軟化すべきである。
 (4)　監理の強化
(i)
監理の強化―公的機関の力も得た上で工事差し止めも可能とする。
(ii)

  監理業務の明確化をする（建築士法18条4項の改正）。
(iii)   監理の独立性の確保―施工者併設の建築士事務所による自社物件の監理禁止、さらには建築業者と建築士との間に強い利害関係ある場合はこれに類する。
(iv)    監理者の建築主に対する義務と責任に対する法制整備を行う（説明義務、善管注意義務、忠実義務の明確化）。
(v)   監理者に対し、施主等からの不当な要求に対する拒否権を付与する。
(vi)   監理者の名義貸しの行政処分の厳格化、刑事処分の導入を行う。
(vii)  工事管理記録等記録を義務化する。
(viii)  現場管理者と工事監理者の業務分担の明確化及び兼業の禁止を明確にする。
(5)　建築の流れについての整備
(i)　確認済証の取得を住宅ローンや建物保存登記の条件とする。
(ii)  モデル約款･契約の整備（建築請負契約、元請設計事務所と下請事務所間等）。特に、下請け業者や構造建築に対する契約不存在のままでの強制的な作業をなくさせるべきである。
(iii)  モデル約款・契約においては、偽造の禁止を明確にする。
(iv)  建築士や施工者についての説明義務の拡大・充実をする。

(v)  設計図書や確認申請書に下請け（構造、設備）も名前を明記し、記名捺印も求める。

(vi)   建築確認図書等について、一定期間の保存を義務付ける。

(vii)  確認検査の権限を建築主事ではなく、特定行政庁に変更する。
(6) 保険の加入義務
　建築主、施工主、建築事務所及び指定確認検査機関など建築当事者には保険の加入を義務付ける。
(7)　その他、罰則の強化
(i)　本件に関する違反について、懲役刑の導入をはじめ罰則を大幅に強化する。特に構造計算の故意の偽装については厳罰を課すべきである。
３．建築士法の改正

　昭和25年にスタートした建築士制度はほとんど改正されることなく今日まで至っている。
この間、建築士個人に関する登録情報は統括的に管理されず、倫理や技術講習なども義務付けられていない。また、一言に建築士といっても大きく意匠、構造、設備に分けられるほか、その中でも細かい専業分業が実務的にはある。
したがって、これらの実務に鑑み、及び設計士の適切な専門性及び倫理を確保するために建築士法を改正すべきである。具体的には以下のとおりである。

(i) 建築士の各団体への加入義務付け
(ii) 建築士の登録更新制度
(iii) 登録管理建築士制度の導入、要件の強化
(iv) 職業倫理遵守について建築士法第18条1項以上の規定を創設
(v) 建築士の団体への登録･倫理講習･技術講習の義務付け
(vi) 建築士事務所の団体への加入義務付け
(vii) 懲戒権の付与
(viii) 登録更新制度
(ix) 建築構造士制度の導入（日本建築構造技術者協会）
(x) 設計士事務所の賠償保険加入義務付け
(xi) 標準報酬規定
(xii) 設計士の専門性確保―継続的職能研鑽（CPD）
(xiii) 建築士についての専門制度
(xiv) 消費者への建築士の情報公開
(xv) 建築事務所に対する報告徴収や立ち入り権限を明確化する。
(xvi) 行政処分を受けた建築士の氏名の公表および脱法的雇用の禁止

(xvii) 構造計算の専門家の絶対数を増加させる。
(xviii) 建築士の独立性の確保。

(1)　税法の改正

本件のような場合に住宅ローン減税に関する要件を緩和する。
(2) 住宅金融公庫法の改正

同法第17条の｢その他の災害｣に今回の事件を対象としうるようにする。なお、予防について既に対象としうること（通常の金利より0.2%低い）、オーバーローンについて5000万円を超えて融資しうること、返済負担率の算定において本人以外の対象者について緩和すること、融資について対象額の8割枠を10割融資枠まで拡大することは再確認する。
第４　責任者への断固たる対応
1． 事件への断固たる対応・今後の再発防止策
(1) 　既に司法手続きが開始されているが、関係者に対する行政処分は断固として取るべきである。

(2) 　関係者に対する民事的手続きについては、取れるものは断固として取るべきである。

(3) 　刑事罰則や行政処分の強化を検討すべきである。
(4) 　建築基準法等関係法令については、議員立法も考慮に入れながら、法改正の具体的検討を開始すべきである。
(5) 　同様の事件に対応できる保険制度の開発も検討すべきである。

2． 党の対応態勢

(1) 設置した専用のホームページは今後とも継続すべきである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第５　これまでのワーキングチームの活動

(1)12月15日　　欠陥住宅被害者連絡協議会の吉岡和弘幹事長からヒヤリング

(2)12月18日　　グランドステージ住吉、グランドステージ東向島、グランドステージ茅場町の3物件について現地調査及び住民からのヒヤリング
(3)12月19日  　国土交通省担当者からヒヤリング

第1回緊急提言を武部幹事長、林田彪プロジェクトチーム座長に提出
(4)12月20日  　中央区担当者からヒヤリング
(5)12月21日  　国土交通委員会において国土交通省に対する国会質問（松本文　　　　　　　　　　

明議員）
(6)12月22日　　江東区担当者からヒヤリング
(7)12月23日　　日本建築士会連合会からヒヤリング
(8)12月24日　　グランドステージ川崎大師、グランドステージ江川、コンアルマーディオ横濱鶴見、グランドステージ藤沢の4物件、及び都築佐江戸町マンションの中止になった工事現場を現地調査。4物件については住民からのヒヤリング。
(9)12月26日　　第2回緊急提言を武部幹事長、林田彪プロジェクトチーム座長に提出
(10)12月27日 　日本建築構造技術者協会、日本建築士会連合会、川崎市役所、藤沢市役所からヒヤリング
(11)12月28日 　内閣法制局、財務省、総務省、国土交通省からヒヤリング7物件の住民代表に対するヒヤリング及び中間報告
(12)1月5日　 　日本ERI、日本建築事務所連合会からヒヤリング
(13)1月6日　 墨田区役所、稲城市役所、イーホームズ、都市再生機構（国土交通省同席）からヒヤリング
(14)1月9日　　グランドステージ川口の現地調査、住民からのヒヤリング
(15)1月10日　　総合経営研究所、横浜市担当者、東京都担当者、太平工業からヒヤリング
(16)1月11日　　アトラス設計、シノケンからヒヤリング
(17)1月12日　　国土交通省担当者からヒヤリング
(18)1月16日　　イーホームズからヒヤリング
(19)1月17日　　早川忠孝座長による衆議院国土交通委員会での証人喚問
(20)1月18日　　アトラス設計渡辺氏からヒヤリング、千葉設計から電話ヒヤリング
(21)1月19日　柴山昌彦副座長、牧原秀樹事務局長、稲田朋美議員による衆議院国土交通委員会での参考人質疑。
(22)1月25日　ホテル関係者（被害ホテル連絡協議会及びセンターワンホテル半田）からヒヤリング。

(23)1月28日　マンション住民（グランドステージ住吉、グランドステージ東向島、グランドステージ茅場町、グランドステージ藤沢、コンアルマーディオ横濱鶴見、グランドステージ川口、グランドステージ下総中山、グランドステージ赤羽、グランドステージ稲城、グランドステージ溝口、グランドステージ川崎大師）からヒヤリング。

(24)1月29日　グランドステージ東向島住民集会に出席。

グランドステージ川崎大師において破壊検査の現地立会い。

以　上
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